
 

◆年金の受給の仕組みがよくわからないので聞いてみたい 

◆雇用保険と年金の併給はどうなっているのだろう？ 

◆年金の〇〇〇がよくわからないので相談したい 

◆解雇されたが国民健康保険料の減免など該当しないか？ 

 

そのほか、雇用保険や年金制度についての相談をお受けしておりま

す。また他の機関への紹介も行います。 

社会保険労務士による「雇用保険」

「年金」などの相談をお受けしています。 
 

相談コーナーは ３階個別相談室にて 

毎週火曜日 ９時から１５時まで開設中 
（なお開催日は状況により変更となる場合がありますので事前に確認ください） 

                    ハローワーク古川 職業相談窓口 0229-22-2305 

相談の事前予約は随時受付しておりますので総合受付までお申し出ください。（電話受付も可）

予約がない場合でも利用可能ですが、予約の方優先とさせていただきます。 

＊この相談は雇用保険の求職活動実績には該当しません 

相

談

員 気軽に相談し

てください。 


